
土地改良・切り語り

1  

都
市
計
画
の
歴
史

　

農
地
面
積
は
一
九
六
一
年
の
六
〇
八
万
ha
か
ら
約

三
〇
%
も
減
少
し
四
二
九
万
ha（
二
〇
二
三
年
）に
な
っ

た
。
こ
れ
に
は
、
都
市
化
と
中
山
間
地
の
林
地
化
の
影

響
が
大
き
い
。
今
回
は
都
市
化
に
伴
う
都
市
計
画
制
度

の
変
遷
と
農
政
の
対
応
を
振
り
返
る
。

　

旧
都
市
計
画
法
（
一
九
一
九
年
）
は
都
市
施
設
整
備

を
主
体
と
し
て
い
た
が
、
戦
災
復
興
を
経
て
高
度
経
済

成
長
に
伴
う
市
街
地
拡
大
に
対
応
す
る
た
め
、

一
九
六
八
年
に
土
地
利
用
規
制
と
施
設
整
備
を
一
体
的

に
進
め
る
新
都
市
計
画
法
が
制
定
さ
れ
た
。
大
都
市
の

著
し
い
人
口
集
中
と
地
価
高
騰
に
よ
り
、
都
心
部
か
ら

郊
外
へ
無
秩
序
・
無
計
画
に
開
発
が
拡
散
し
て
い
く
ス

プ
ロ
ー
ル
現
象
に
対
し
て
、
新
法
で
は
、
①
土
地
利
用

計
画
と
し
て
区
域
区
分
（
市
街
化
区
域
と
市
街
化
調
整

区
域
区
分
で
一
般
に
「
線
引
き
」
と
言
わ
れ
る
）
を
定

め
開
発
許
可
制
度（
注
1
）に
よ
り
開
発
行
為
（
土
地
の
区

画
形
質
の
変
更
）
を
規
制
し
、
更
に
地
域
地
区
（
市
街

化
区
域
に
設
定
さ
れ
る
用
途
地
域
な
ど
）
で
は
低
層
住

居
専
用
地
域
と
い
っ
た
地
域
毎
の
建
築
物
の
用
途
・
容

積
率
・
建
蔽
率
・
高
さ
制
限
な
ど
を
規
制
・
誘
導
し
、

②
都
市
計
画
事
業
（
都
市
施
設
の
整
備
事
業
と
土
地
区

画
整
理
事
業
な
ど
の
市
街
地
開
発
事
業
）
を
計
画
す
る

と
と
も
に
事
業
地
区
や
予
定
地
区
で
建
築
制
限
を
し
た
。

2  

新
都
市
計
画
法
に
対
す
る
農
業
側
の
対
応

　

新
法
で
は
、
当
初
、
都
市
計
画
区
域
を
既
成
市
街
地
・

市
街
化
地
域
・
市
街
化
調
整
地
域
・
保
存
地
域
の
四
地

域
区
分
が
提
案
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
既
成
市
街
地

と
一
〇
年
以
内
に
優
先
的
・
計
画
的
に
市
街
化
を
図
る

市
街
化
区
域
と
市
街
化
を
抑
制
す
る
市
街
化
調
整
区
域

の
二
区
域
区
分
に
な
っ
た
。
前
者
は
都
市
基
盤
施
設
の

重
点
整
備
と
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
面
工
事
が
実
施

さ
れ
、
後
者
で
は
都
市
計
画
事
業
を
実
施
せ
ず
、
開
発

行
為
は
原
則
禁
止
と
な
っ
た
。

　

農
地
行
政
は
市
街
化
区
域
で
は
農
地
転
用
許
可
を
不

要
と
し
農
業
投
資
対
象
か
ら
外
し
て
撤
退
し
た
。
同
時

に
、
市
街
化
調
整
区
域
へ
の
市
街
化
の
拡
大
か
ら
農
地

を
守
る
た
め
、
農
業
投
資
を
集
中
さ
せ
る
農
業
振
興
地

域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
農
振
法
）（
一
九
六
九
年
）

が
制
定
さ
れ
た
。
農
地
転
用
規
制
も
強
化
さ
れ
、
農
地

法
は
現
況
地
目
に
着
目
し
て
一
筆
一
筆
の
土
地
の
利

用
・
権
利
移
転
を
許
可
す
る
一
筆
規
制
で
あ
る
が
、
農

振
法
は
現
況
農
地
ば
か
り
で
な
く
将
来
の
農
用
地
に
な

る
山
林
等
も
含
む
計
画
上
の
用
途
指
定
さ
れ
た
土
地
を

決
め
て
お
く
地
域
制
（
ゾ
ー
ニ
ン
グ
）
が
採
用
さ
れ
た
。

3  

都
市
計
画
制
度
の
変
遷

　

線
引
き
に
際
し
、
地
権
者
は
所
有
地
が
規
制
の
厳
し

い
市
街
化
調
整
区
域
に
な
り
、
永
久
の
市
街
化
抑
制
を

恐
れ
市
街
化
区
域
編
入
を
望
ん
だ
。
政
府
は
市
街
化
区

域
内
農
地
の
固
定
資
産
税
や
相
続
税
の
課
税
評
価
額
を

宅
地
並
み
に
し
て
宅
地
供
給
促
進
に
よ
る
地
価
対
策
を

考
え
た
が
、
農
業
者
の
強
い
反
発
を
受
け
完
全
な
課
税

は
実
現
で
き
ず
、
市
街
化
区
域
に
膨
大
な
農
地
を
抱
え

込
ん
だ（
注
2
）。
そ
の
後
、
制
度
は
順
次
改
正
さ
れ
た
。

⑴
旺
盛
な
宅
地
需
要
へ
の
対
応

　

地
価
上
昇
を
期
待
し
た
農
家
は
宅
地
並
み
課
税
の
骨

抜
き
の
中
で
売
り
惜
し
み
を
し
て
、
市
街
化
区
域
内
農

地
の
宅
地
転
用
は
思
う
様
に
進
ま
な
か
っ
た
。
線
引
き

に
も
手
間
取
り
未
線
引
の
状
態
の
都
市
計
画
区
域
で
無

秩
序
な
開
発
が
見
ら
れ
た
た
め
開
発
許
可
の
対
象
を
拡

大
（
一
九
七
四
年
）
し
た
。
そ
の
一
方
で
市
街
化
調
整
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史
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。
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。
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区
域
の
規
制
が
次
の
よ
う
に
緩
和
さ
れ
た
。
①
計
画
的

開
発
の
面
積
要
件
が
二
〇
ha
か
ら
五
ha
に
緩
和
し
た

（
一
九
八
三
年
）。
②
集
落
地
域
整
備
法
を
創
設
し
開
発

許
可
基
準
を
現
状
に
合
わ
せ
た
（
一
九
八
七
年
）。
③

地
区
計
画（
注
3
）（
一
九
八
〇
年
創
設
）
を
市
街
化
調
整

区
域
に
拡
大
し
た
（
一
九
九
二
・
一
九
九
八
年
）。
④
地

方
公
共
団
体
に
よ
る
開
発
許
可
基
準
の
強
化
又
は
緩
和

を
認
め
た
（
二
〇
〇
〇
年
）。

⑵ 

人
口
集
中
圧
力
の
低
下
と
都
市
計
画
区
域
外
へ
の
無

秩
序
な
立
地

　

都
市
へ
の
人
口
集
中
が
沈
静
化
す
る
一
方
で
、
モ
ー

タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
る
規
制
の
な
い
地
域
で

の
乱
開
発
に
対
し
、
対
策
が
講
じ
ら
れ
た
。
①
線
引
き

の
実
施
を
選
択
制
と
し
非
線
引
き
都
市
計
画
区
域（
注
4
）

と
し
て
法
上
で
明
確
に
位
置
づ
け
た
（
二
〇
〇
〇
年
）。

②
都
市
計
画
区
域
外
の
用
途
混
在
・
散
発
的
都
市
的
土

地
利
用
を
防
止
す
る
た
め
に
都
市
施
設
整
備
計
画
が
な

く
開
発
許
可
だ
け
を
対
象
と
す
る
準
都
市
計
画
区
域
を

創
設
し
た
（
二
〇
〇
〇
年
）。
③
市
街
化
調
整
区
域
や

用
途
地
域
外
の
非
線
引
き
都
市
計
画
区
域
で
大
規
模
集

客
施
設
の
立
地
を
原
則
不
許
可
と
し
た
（
二
〇
〇
六

年
）。
④
医
療
・
社
会
福
祉
・
学
校
等
の
公
共
公
益
施

設
を
開
発
許
可
の
対
象
と
し
た
（
二
〇
〇
六
年
）。

⑶ 

人
口
減
少
・
高
齢
化
の
進
行
と
中
心
市
街
地
の
衰
退

　

中
心
市
街
地
の
衰
退
や
空
き
家
・
空
地
の
増
加
に
よ

る
都
市
の
ス
ポ
ン
ジ
化
が
問
題
と
な
り
、
様
々
な
都
市

機
能
が
集
積
し
た
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
ー
の
実
現
や
自

然
災
害
対
策
が
重
要
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、①
居
住
・

都
市
機
能
や
公
共
交
通
の
充
実
に
係
る
包
括
的
な
立
地

適
正
化
計
画
制
度
を
創
設
し
た
（
二
〇
一
四
）。
②
用

途
地
域
に
農
地
と
調
和
し
た
低
層
住
宅
環
境
を
保
護
す

る
田
園
住
居
地
域
を
追
加
し
た
（
二
〇
一
七
年
）。
③

土
地
集
約
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
や
公
共
空
間
創
出
等
を

目
的
に
低
未
利
用
土
地
権
利
設
定
等
促
進
計
画
制
度
を

創
設
し
た
（
二
〇
一
八
年
）。
④
災
害
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ

ア
の
開
発
抑
制
を
強
化
し
た
（
二
〇
二
〇
年
）。

4  

今
後
の
農
地
政
策

　

当
面
市
街
化
し
な
い
市
街
化
区
域
内
農
地
に
は
、
線

引
き
を
見
直
し
て
市
街
化
調
整
区
域
に
組
み
入
れ
る

〝
逆
線
引
き
〞
が
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
都
市
農
業

振
興
基
本
法
（
二
〇
一
五
年
）
で
は
、
防
災
、
景
観
形

成
、
国
土
・
環
境
保
全
、
農
作
業
を
通
じ
た
教
育
・
福

祉
の
推
進
な
ど
を
目
的
に
、
市
街
化
区
域
内
農
地
な
ど

を
都
市
計
画
に
位
置
付
け
現
状
を
追
認
す
る
形
と
な
っ

た
。
農
業
用
水
の
汚
濁
や
農
道
の
混
雑
や
農
薬
散
布
時

の
苦
情
な
ど
が
あ
り
、
共
存
に
は
工
夫
が
必
要
と
な
る
。

　

一
方
、
緊
迫
す
る
諸
情
勢
に
あ
っ
て
、
食
料
供
給
困

難
事
態
対
策
法
（
二
〇
二
四
年
）
で
は
特
定
食
料
等
の

生
産
を
促
進
す
る
よ
う
要
請
等
が
規
定
さ
れ
た
。
優
良

農
地
の
保
全
は
重
要
と
な
る
の
で
要
請
等
の
対
象
と
な

る
農
地
は
農
振
法
に
国
営
事
業
地
区
な
ど
を
中
心
に
食

料
供
給
困
難
事
態
対
策
特
別
地
区
を
指
定
し
、
平
時
の

整
備
・
管
理（
注
5
）に
対
す
る
助
成
強
化
・
優
良
農
地
の

確
保
、
困
難
事
態
時
の
営
農
や
生
産
転
換
等
に
必
要
な

緊
急
土
地
改
良
の
支
援
な
ど
を
決
め
て
は
ど
う
か
。

　

ま
た
、
都
市
農
業
に
防
災
上
の
機
能
を
見
出
し
て
い

る
よ
う
に
、
農
振
地
域
内
の
居
住
区
域
は
都
市
災
害
時

の
都
市
住
民
の
避
難
地
に
な
る
。
農
振
法
の
原
案
で
は
、

集
落
区
域
や
居
住
区
を
含
め
た
土
地
利
用
区
分
と
生
活

環
境
施
設
な
ど
の
施
設
計
画
が
あ
り
、
環
境
整
備
部
分

は
建
設
省
と
厚
生
省
と
農
林
省
の
三
省
共
管
と
し
て
い

た
が
、
自
治
省
と
の
調
整
が
難
航
し
努
力
規
定
に
終

わ
っ
た
。
今
、
圃
場
と
農
業
者
居
住
地
の
関
係
見
直
し
、

非
農
業
者
の
受
入
れ
、
増
加
す
る
廃
屋
処
分
、、
備
蓄

施
設
用
地
の
整
備
な
ど
に
対
し
農
村
計
画
法
が
必
要
に

思
え
る
。
特
に
圃
場
の
大
区
画
化
で
は
、
廃
屋
敷
地
な

ど
の
換
地
計
画
へ
の
組
入
れ
や
公
的
私
用
収
用
に
よ
る

農
用
地
化（
注
6
）も
必
要
で
あ
る
。
今
は
江
戸
期
に
形
成

さ
れ
た
農
村
空
間
の
大
変
革
期
で
も
あ
る
。

【
注
1
】
開
発
許
可
制
度
は
地
域
地
区
制
（
ゾ
ー
ニ
ン
グ
）
に
加
え
、
英

国
の
計
画
許
可
（
プ
ラ
ニ
ン
グ　

パ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
を
参
考
に
、
申
請

の
あ
っ
た
開
発
計
画
を
許
可
す
る
も
の
で
、
技
術
基
準
と
立
地
基
準
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。
現
農
振
法
で
も
同
制
度
は
採
用
さ
れ
て
い
る
。

【
注
2
】
市
街
化
区
域
の
設
定
面
積
は
当
初
将
来
人
口
の
フ
レ
ー
ム
か
ら

八
〇
万
ha
（
内
農
地
一
八
万
ha
）
を
想
定
し
て
い
た
が
，
結
果
的
に

一
二
〇
万
ha
（
同
三
〇
万
ha
）
の
、一
・
五 

倍
に
膨
張
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
な
お
、
二
〇
二
二
年
の
市
街
化
区
域
は
一
四
五
・
四
万
ha
（
う
ち
農

地
五
・
七
万
ha
）
で
あ
る
。

【
注
3
】
地
区
計
画
と
は
、
街
路
や
公
園
な
ど
の
公
共
施
設
配
置
、
建
物

の
位
置
・
用
途
・
階
数
・
建
築
様
式
・
建
蔽
率
・
容
積
率
な
ど
を
具
体

的
に
定
め
、
開
発
許
可
制
度
に
よ
り
規
制
を
担
保
す
る
制
度
で
あ
る
。

【
注
4
】
都
市
計
画
法
で
は
五
条
で
都
市
計
画
区
域
の
指
定
、
七
条
で
区

域
区
分
（
線
引
き
）、
八
条
で
用
途
地
域
な
ど
の
地
域
地
区
が
規
定
さ
れ

る
が
、
線
引
き
が
困
難
な
た
め
に
未
線
引
き
状
態
が
続
い
た
。
こ
う
し

た
過
渡
的
状
況
か
ら
線
引
き
自
体
を
選
択
制
に
す
る
非
線
引
き
都
市
計

画
区
域
が
生
ま
れ
た
。

【
注
5
】
食
料
供
給
困
難
事
態
で
は
水
田
二
毛
作
や
作
付
転
換
な
ど
も
必

要
に
な
り
、
全
国
的
な
対
応
が
必
要
に
な
る
。
本
コ
ラ
ム
34
「
食
料
緊

急
事
態
と
土
地
改
良
」
を
参
照
の
こ
と
。

【
注
6
】
本
コ
ラ
ム
21
「
土
地
収
用
と
土
地
改
良
」
を
参
照
の
こ
と
。
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